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平成３０年第４回 

幸手市教育委員会定例会会議録 

招 集 期 日  平成 30年４月 17日（火）午前９時 30分 

開 会 場 所 幸手市役所第二庁舎 ２階 第２会議室 

開会の日時・宣告者 平成 30年４月 17日（火）午前 9時 30分 山 西 実 

閉会の日時・宣告者 平成 30年４月 17日（火）午後 10時 48分 山 西 実 

出

席 

状

況 

職  名 氏    名 摘 要 職  名 氏   名 摘 要 

教 育 長 山  西  実 出 席 教 育 委 員 前 田 一 郎 出 席 

職務代理者 中 根 政 美 出 席 教 育 委 員 満 木 信 吉 出 席 

教育委員  尾島 紗緒里 出 席 教 育 委 員 齊 藤 一 夫 出 席 

 書 記：大 竹 孝 典・河 口 奈 緒 

議 

 

事 

 

参 

 

与 

 

者 

職   名 氏   名 職   名 氏   名 

教 育 次 長 小 森 谷 進   

総 務 課 長 長 田  広   

指 導 課 長 堀 越 成 夫   

社会教育課長  尾  崎  武   
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会 議 事 件 名 顛             末 

開    会 

午前９時 30分 

 

 

○平成 30 年度当初教

育委員会事務局職員

の紹介 

 

 

日程第１ 

前回会議録の承認 

 

 

 

 

 

 

日程第２ 

議  事 

専決報告第５号 

幸手市教育委員会教育

長の専決処理に対する

報告について 

 

 

専決報告第６号 

幸手市教育委員会教育

長の専決処理に対する

報告について 

 

 

専決報告第７号 

幸手市教育委員会教育

長の専決処理に対する

報告について 

 

教育長 

 開会を宣する。 

 

 

平成 30 年度に教育部で異動(部内異動含む)があった職員

の紹介をする。 

 

 

 

教育長 

 平成 30年第３回教育委員会定例会の会議録及び平成 30年

第２回教育委員会臨時会の会議録の内容について質問を

求める。 

≪質疑≫ 質疑なし。 

≪承認≫ 全員異議なく承認。 

 

 

総務課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫質疑無し 

 

 

 

 

 

総務課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫質疑無し 

 

 

 

指導課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫ 

満木委員 

 教育支援員の任免基準について伺う。 
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専決報告第８号 

幸手市教育委員会教育

長の専決処理に対する

報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決報告第９号 

幸手市教育委員会教育

長の専決処理に対する

報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導課長 

 教員免許状を有する人のうち、主に学校の教員を経験され

た方を任免している。 

 

 

指導課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫ 

教育長 

 現在、学校で教員が足らないということはあるか。 

指導課長 

 ４月当初では不足していないが、今後、産休等に入る教員

が出る場合は、不足する可能性がある。 

尾島委員 

 「長研代」と「育短補」とは何か。 

指導課長 

 「長研代」とは、長期研修で１年間学校を離れて研修を受

ける職員の代任、「育短補」は育児短時間休暇職員の補完

をさす。 

 

 

指導課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫ 

尾島委員 

 主幹教諭になる条件として、勤務年数は関係するのか。 

指導課長 

勤務年数の条件はない。教頭候補者試験を通った者の中か

ら選考している。 

教育長 

 教頭候補者の中から任免するものである。 

前田委員 

 幸手では主幹教諭が４名しかいないという捉え方でよい

か。 

指導課長 

 ４名のみではなく、今回、４名が昇任した。 

前田委員 

 教務主任から昇任した者が２名、教務主任の経験を経ず昇
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専決報告第 10号 

幸手市教育委員会教育

長の専決処理に対する

報告について 

 

 

 

 

 

 

 

任したものが２名でよいか。 

指導課長 

 教務主任から昇任した者が３名、教務主任の経験を経ず昇

任したものが１名である。 

前田委員 

 教務主任とは、勤務校で与えられる資格か。 

指導課長 

 そのとおり。 

前田委員 

 対して主幹教諭は、勤務校を異動しても変わらない資格

か。 

指導課長 

 そのとおり。 

前田委員 

 今回なぜ、この４名が昇任したのか伺いたい。 

指導課長 

 一つ目は、教頭候補者選考に合格していること。二つ目は、

学校の実態から生徒指導や学力向上の問題を考え、この４

名としたものである。 

前田委員 

 教頭候補者選考を通った職員は何名いるのか。また、何名

の中から選ばれたのか。 

指導課長 

 教頭候補者選考を通った職員は６名おり、その中から４名

昇任したものである。 

 

 

指導課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫ 

中根職務代理者 

 教育相談員及びさわやか相談員の給与は、市費か。 

指導課長 

 教育相談員は市費、さわやか相談員は市費プラス県の補助

金である。 
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専決報告第 11号 

幸手市教育委員会教育

長の専決処理に対する

報告について 

 

 

専決報告第 12号 

幸手市教育委員会教育

長の専決処理に対する

報告について 

 

 

専決報告第 13号 

幸手市教育委員会教育

長の専決処理に対する

報告について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫質疑無し 

 

 

 

指導課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫質疑無し 

 

 

 

社会教育課長 

 議案書により説明する。 

≪質疑≫ 

教育長 

 公民館パート職員の業務内容は何か。 

社会教育課長 

 窓口受付、伝票処理、館内点検等である。 

教育長 

 窓口に座っている方か。 

社会教育課長 

 そのとおり。 

前田委員 

 この専決についての質問ではないが、専決報告等では職員

の年齢の報告があるが、学校要覧に年齢の記載が無いのは

なぜか。 

指導課長 

 学校要覧は、広く公開するものであることから、年齢の記

載は控えているという状況である。 

教育長 

 学校要覧は、会社のパンフレットと同じようなものなの

で、例えば外来者や県から学校訪問があった際などに、学

校を紹介するものとしてお配りしているものである。その

ため、極力、個人情報は記載しないようにしている。 

前田委員 

 学校要覧を見ると、学校によって助教諭がいる学校といな

い学校があるが、その違いを伺う。 
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日程第３ 

行政報告 

１ 教育長報告 

 

指導課長 

 中学校の教員免許しか有していない職員が、小学校に勤務

する場合には、県から臨時免許状をもらい、助教諭という

職名を与えられ小学校で勤務することとなる。 

前田委員 

 学校要覧では、臨時的任用職員と本採用職員の違いは分か

らないのか。 

指導課長 

 そのとおり。 

教育長 

 どちらも県費負担教職員である。学校教職員の身分を説明

願いたい。 

指導課長 

 校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、事務職員、学校栄

養職員、栄養教諭、養護教諭がある。 

教育長 

 これを補完する役割を担う教育支援員等を市費で雇って

いる状況である。 

 今は、講師はいるのか。 

指導課長 

 非常勤講師がいる。例えば昨日から、さかえ小学校に小１

問題対応非常勤講師が配置された。これは、小学校１年生

が、幼稚園・保育園から上がってきたときになかなか慣れ

ない、落ち着かないといった状況に対応するための非常勤

講師である。そのほかに、初任者の先生が学校外の研修に

出たときに来ていただく非常勤講師がいる。 

中根職務代理者 

 非常勤とは、常勤ではなく、例えば、週３日、一日５時間

勤務で、県から派遣される者である。それ以外のところは、

市費で雇う職員でカバーしているのではないか。学校に

は、色々な職種の方がおり、それぞれがそれぞれの役割を

果たしていると考える。 

 

 

教育長 

 １ 各種教育長会議等 

２ 市議会関係 

３ 講演等 
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２ 事務局からの 

主要な報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について資料により説明する。 

 

 

指導課長 

 １ 学校図書館協力員等の配置について 

 ２ ４月中旬から５月初旬の行事予定 

指導課長（吉田幼稚園） 

 １ 平成 30年度吉田幼稚園組織 

 ２ 平成 30年度クラス及び園児数 

 ３ ４月の行事予定 

社会教育課長 

１ 幸手市文化団体連合会総会 

２ 幸手市子ども会育成連絡協議会総会 

３ 関東ブロック B＆G地域海洋センター連絡協議会総会 

４ B＆G財団地域海洋センター埼玉連絡協議会総会 

５ 幸手市スポーツ推進委員連絡協議会総会 

６ 幸手市青少年相談員協議会総会 

７ 幸手市レクリエーション協会総会 

８ 幸手市連合婦人会総会 

９ 幸手市人権教育推進協議会理事会及び研修会 

10 第３回幸手本因坊祭（幸手市囲碁連盟主催） 

社会教育課長（公民館） 

１ 春の野草研究会(幸手自然愛護会と東公民館との共催

事業) 

２ 平成 30 年度幸手市公民館クラブ連絡協議会新・旧常

任理事会 

３ 修繕・工事 

４ ３月の利用状況 

社会教育課長（図書館） 

 １ 報告事項 

 ２ 利用状況 

 ３ 今後の事業予定 

 ４ 予約の多い図書（上位５冊） 

 ５ 購入図書リスト 

社会教育課長（体育施設） 

 １ 利用状況 

 ２ 4月の主な行事予定 

について資料により説明する。 
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≪質疑≫ 

中根職務代理者 

 指導課で報告した職員と専決報告した職員の違いを伺い

たい。 

指導課長 

 専決報告で報告した教育支援員は、賃金をお支払いしてい

る方で、報告事項で報告した四つの職種は、謝礼をお支払

いしている方である。 

教育長 

 労働に対する対価ではなく、ボランティアに対する謝礼の

ような扱いであるため、報告事項としている。 

齊藤委員 

 ５月１５日(火)に開催される第３回幸手本因坊祭の講演

会場はどこか。 

社会教育課長 

 ウェルス幸手２階研修室で開催する。 

満木委員 

 ＡＩや英語教育など、子どもの教育に関わる本が多数出版

されているので、教育委員会がセレクトして、図書館で教

員の方々が無償で読めるよう整備してもよいのではない

か。 

教育長 

 先日ご指摘いただいた、齋藤孝先生の「新しい学力」は、

全教頭に読ませてレポートをあげさせている。 

社会教育課長 

 図書館の整備については今後、研究していく。 

満木委員 

 「ＡＩ ｖｓ.教科書が読めない子どもたち」という本を読

んで非常にビックリしたので紹介させていただく。「ＡＩ

は人間の知能を超える」という考え方は誤りで、ＡＩは、

統計と確立に基づいて物事を判断している。例えばスマホ

で、「この近くで美味しいイタリアンレストラン」と「こ

の近くで不味いイタリアンレストラン」と検索すると、ほ

とんど同じ店が抽出される。すなわち、こういう場合はこ

ういう答えをすれば統計的に大丈夫だというだけで、意味

を理解しているわけではないということが書いてあった。 

 それでは今後、僕らがＡＩの時代を生き残るすべは何かと

いうと、意味を理解するということ、すなわち高度な読解
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力をつけることと書いてあった。 

 そういうことをなるべく身近なところで、多くの教員に安

く読んでいただきたい。また、こういった本を複数冊入れ

ていただきたいというのが、今の提案の趣旨である。 

教育長 

 満木委員から紹介いただいた本を校長会で話したところ、

中学校長会で講演を聴いてきた校長が何人かいたようだ。 

満木委員 

 「英語教育の危機」という本も紹介させていただく。今、

高校では英語を英語で教えることになり、非常に現場は混

乱している。英語を英語で教えるということは、高校３年

卒業程度でだいたい英検２級が受かるのを目標としてい

るが、今、準２級でも 36％しか受かっていない状況である。

すなわち英語を英語で教えるということが、本当に合って

いるのか。非常に優秀な日本人の５％が決めたことによっ

て教育方針が決まるのではなく、現場の英語教師が今まで

自分たちがどういうことで手ごたえがある勉強方法でし

たかということを集めて、それを教育方針にした方が普通

の生徒にとっては有益ではないかという提案があった。そ

ういったこともしっかり読んでいただきたい。 

教育長 

 現在、中学校でも、英語の先生は出来るだけ日本語を使う

なという指導が、県でも多いのか。 

指導課長 

 学校の授業を見てみると、やはり英語の時間には日本語を

使わないことが非常に多いと感じる。またＡＬＴの先生が

全部の時間ではないが、多くの授業に参加しているが、英

語の時間では日本語より英語のほうが多いと感じている。 

満木委員 

 特に高校では、英検１級を持つ先生が多くいるので、英語

で授業が出来るが、生徒は互いにつつき合って、今先生が

何を言ったのか確認しあっている現状がある。 

 ヨーロッパでも、複言語主義という流れの中でコミュニケ

ーションをとろうとしているが、アプローチとして母国語

と英語を一緒に教えたほうが、より向上するということが

今の常識だと書いてあった。そういった中でなぜ、英語を

英語で教えようとするのか疑問に感じるので、先生方には

広く読んでいただきたい。 
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教育長 

 教育委員会としても子ども達や先生の実態を把握して、ど

うすることがベターなのかを抑えていかないといけない

と思う。教育全般に関わる貴重なご提言として承りたい。 

満木委員 

 小学校で英語をやるのは良いことだが、意識の高い親や先

生についた子どもと、そうでない子どもで二極化して、英

語が嫌いになる年齢が下がるのではないか。 

指導課長 

 そのようなことが起きないよう指導していく。 

社会教育課長 

 図書館で管理する蔵書のうち、外国語の本で対訳本がどの

位あるか報告させていただく。本館では、230冊のうち 39

冊が対訳本。香日向分館では、34 冊のうち 25 冊が対訳本

である。今後も購入を進めていきたい。 

中根職務代理者 

 定例会での議論をきちっと伝えていただいたと感じたの

が、入学式のお祝いの言葉と中学校の告辞の内容で「読書

に力を」、「スマートフォンの活用等について」議論して

きたことを反映していただいたという印象をもった。感謝

する。 

前田委員 

 二点述べさせていただく。 

一点目は、私が参加した学校の卒業式は素晴らしかった。

しかし、入学式について感じたことだが、我々が式に行く

のは告辞を言うため。告辞とは何かというと、今、呼名さ

れた人の入学を許可します、卒業を許可しますというも

の。呼名が聞き取れなかったとき、唯一支えになるのは名

簿だが、入学式のしおりに名簿が無かったことに対して違

和感を感じた。 

 二点目は、吉田小学校の新入生が４人しかいなかった。こ

れからのことを考えると避けては通れない問題だと思う。 

教育長 

 名簿が無い理由として考えられるのは、何か理由があって

伝統的に出していないのか、あるいはＤＶなど家庭上の問

題で出してほしくない人がいるため出さなかったのか。背

景については確認したい。 

前田委員 
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日程第４ 

１ 次回定例会の 

日程について 

 

 たぶん後者だと思う。 

教育長 

 子どもが学校に在籍しているか外部から問合せがあった

とき、対応しないというのが学校の原則である。仮にそう

いった問題があったとすると名簿を表に出さないといっ

た配慮があるかもしれない。いずれにしても早急に確認さ

せていただく。 

総務課長 

 しおりに名前の記載があることが今後、個人情報保護の問

題に発展する可能性がある。しおりは式が終わった後、回

収しているものではないので、廃棄または譲渡により個人

情報が売買される可能性がある。何も無くても名前を載せ

られること自体困るといった保護者も出てくることが想

定されるし、しおりに名前を掲載する了解を集めなければ

いけなくなる可能性もある。 

 今までは、5,000 件以上の個人情報が該当だったが、平成

29年６月に改正された個人情報保護法では、5,000件以下

でも保護法に該当するということで、自治会やＰＴＡが大

騒ぎで、まず集めることから保護者に了解を得ることとな

っている。名簿の出し方については、誰にどこまで出すか

ということも踏まえて今後、議論していただく必要があ

る。 

前田委員 

 そのとおりだと思う。やめるなら全校一斉でなければおか

しい。 

教育長 

 名簿の記載が無かった学校については経緯を確認する。一

時、中学校に入るときに制服や自転車の購入の問題で、名

簿が流れて保護者のところに制服や自転車の勧誘があっ

たように、個人情報が営業に使われたことも課題になった

時代があった。そこで、名簿を出来るだけ出さないよう自

粛したという背景もある。 

 

 

各委員の意見を調整した結果、5 月の定例会については、

次のとおり決定する。 

第 5回教育委員会定例会 

日時 平成 30年 5月 15日（火） 
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２ 次回の協議事項

について 

 

 

 

３ 平成 30年度第 22

採択地区教科用図

書採択協議会委員

について 

 

 

閉   会 

午前 10時 48分 

午前 9時 30分～ 

場所 図書館 

 

 

総務課長 

 次回、コミュニティスクールについてご協議いただきた

い。 

 

 

指導課長 

 ５月１日(火)蓮田市で協議会が開催される。本会議には、

山西教育長と中根職務代理者にご出席いただく。 

 

 

 

教育長 

閉会を宣す。 
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ほ か 特 に 重 要 

と 認 め る 事 項 

 

な  し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し相違ないことを証するため、ここ

に署名する。 

 

 

               平成３０年 ５月１５日 

 

 

 

       教  育  長  山  西    実 

 

署名 

 

       署 名 委 員  尾 島 紗 緒 里 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


